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「 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」 の改正について 

 公衆浴場及び旅館業における衛生管理等については、先般、「 公衆浴場における衛生等管

理要領等の改正について」（ 令和元年９ 月19日付け生食発0919第８ 号厚生労働省大臣官房

生活衛生・ 食品安全審議官通知） により、 公衆浴場における衛生等管理要領等を改正し、

また、「 公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」（ 令和元年９ 月19

日付け薬生衛発0919第１ 号厚生労働省医薬・ 生活衛生局生活衛生課長通知） により、公衆

浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法を策定したところです。  

 これらの改正等を踏まえ、 今般、 「 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュア

ルについて」（ 平成13年９ 月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知）

を別添のとおり改正するので、 貴管下の関係者へ周知方お願いいたします。  

 なお、 平成27年３ 月31日の改正通知でお示ししていますとおり、 引き続き、 「 遊泳用

プールの衛生基準について」 （ 平成19年５ 月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康

局長通知） に基づく 遊泳用プールについて、 気泡浴槽、 採暖槽等の設備その他のエアロゾ

ルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設け

られている場合にも、 当該設備の管理が上記マニュアルに準じて行われるよう、 関係者へ

の周知方併せてお願いいたします。  

 なお、 本通知は、 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の４ 第１ 項の規定に基づ

く 技術的助言である旨申し添えます。  
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循環式浴槽におけるレジオネラ 症防止対策マニュアル

はじ めに

 こ の防止対策マニュ アルは、「 I ． レジオネラ 症と は」、「 I I ． 感染源および感染経路」、

「 I I I ． 循環式浴槽の管理方法」 の 3 つから なっ ています。 I 及び I I は、 レジオネラ症の

紹介と 発生機構についての解説、 I I I においては、 循環式浴槽を中心と し た設備概要と

衛生上の問題点、管理上の安全対策について、「 公衆浴場における水質基準等に関する指

針」、「 公衆浴場における衛生等管理要領」 及び「 旅館業における衛生等管理要領」 を踏

まえ、 具体的な管理方法等について厚生労働科学研究などの最新の知見をも と に、 現時

点におけるレジオネラ 症を防止するための望まし い対応方法を記述し まし た。

 なお、 本防止対策マニュアルは、 循環式浴槽をはじ めと する公衆浴場等の施設設備の

利用者から設備維持管理者、 設計者、 製造・ 販売者並びに行政関係者などの多く の方に

利用し て頂きたく 、 参考と なるべきこ と を、 Ｑ＆Ａ 方式を用いて項目別に分かり 易いか

たちでまと めまし た。
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I ． レジオネラ 症と は

 レジオネラ 症が独立疾患と し て最初に認識さ れたのは、1976 年夏のこ と でし た。米国

フィ ラデルフ ィ アのベルビュー・ ホテルで、 在郷軍人会ペンシルバニア州支部総会が開

催さ れた時、 同州各地から 参加し た会員の 221 名が、 帰郷後に原因不明の重症肺炎を発

病し 、 そのう ち 34 名が死亡し まし た。 こ の重症肺炎は、 米国疾病予防センタ ー（ CDC）

の精力的な調査により 独立疾患と 認めら れ、 在郷軍人会（ The L egi on） にちなんで、 在

郷軍人病（ L egi onnai r es’ di sease） と 呼ばれまし た。 半年に及ぶ研究の結果、 新し い病

原菌が発見さ れ、 L egi onel l a pneumophi l a と 命名さ れまし た。 その後、 レジオネラ症に

は、肺炎型だけでなく インフルエンザのよう な熱性疾患型があるこ と が、1965 年のミ シ

ガン州ポンティ アッ ク 衛生局庁舎内の集団発生にまでさ かのぼっ て判明し 、 こ の病型を

ポンティ アッ ク 熱と 呼ぶよう になり まし た。 レジオネラ肺炎に罹ると 、 悪寒、 高熱、 全

身倦怠感、頭痛、筋肉痛などが起こ り 、呼吸器症状と し て痰の少ない咳、少量の粘性痰、

胸痛・ 呼吸困難などが現れ、症状は日を追っ て重く なっていきます。 腹痛、水溶性下痢、

意識障害、 歩行障害を伴う 場合もあり ます。 潜伏期間は、 2～10 日です。

1999 年 4 月に施行さ れた、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（ いわゆる感染症法） においては、 レジオネラ症は全数把握の 4 類感染症に分類さ れ、

診断し た医師は直ちにその情報を最寄り の保健所に届けるこ と が義務づけら れまし た。

 現在欧米では、 レジオネラ肺炎は市中肺炎の 2～8％を占め、 レジオネラ 属菌は、 肺炎

球菌に次いで重要な肺炎の原因菌にあげら れています。 感染症法の施行後、 報告さ れた

患者数は 13,615 例（ 1999 年～2017 年）、 届出時点の死亡は 1.9％（ 2007 年〜2016 年）

と なっ ています。 尿中抗原検査の普及などで、 年々届出数が増加し 、 2017 年は 1,733
例と なっ ています。
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I I ． 感染源および感染経路

通常、 レジオネラ 肺炎は、 レジオネラ属菌を包んだ直径 5μm 以下のエアロゾル（ 空

中に浮遊し ている小さ い粒子） を吸入するこ と により 起こ る気道感染症です。 レジオネ

ラ属菌は本来、環境細菌であり 、土壌、河川、湖沼などの自然環境に生息し ていますが、

一般にその菌数は少ないと 考えられます。冷却塔水、循環式浴槽水など水温 20℃ 以上の

人工環境水では、 アメ ーバ、 繊毛虫など細菌を餌と する原生動物が生息し ています。 こ

れら の細胞に取り 込まれたレジオネラ 属菌は、 死滅するこ と なく 細胞内で増殖するこ と

ができます。 その菌数は、 水 100mL あたり 101～102 個から、 多い時は 106 個以上に達

し ます。

レジオネラ肺炎は健常者も 罹り ますが、糖尿病患者、慢性呼吸器疾患者、免疫不全者、

高齢者、 乳児、 大酒家や多量喫煙者は罹り やすい傾向があり ます。 国内で発生する患者

の感染源は入浴施設が最も 多く 、 土木・ 粉塵作業、 園芸作業、 旅行と の関連も指摘さ れ

ています。 海外におけるレジオネラ 市中集団感染の事例と し ては、 こ の菌に汚染さ れた

冷却塔水から 発生し たエアロゾルが感染源であっ たケースが最も 多く 報告さ れています。

レジオネラ属菌に汚染さ れた循環式浴槽水、 シャ ワー、 ホテルのロビーの噴水、 洗車、

野菜への噴霧水のエアロゾル吸入、 浴槽内で溺れて汚染水を呼吸器に吸い込んだ時など

に感染・ 発病し た事例が国内外で報告さ れています。 近年の国内の調査により 、 水たま

り や自動車のエアコ ンあるいはウォ ッ シャ ー液からレジオネラ属菌が検出さ れ、 自動車

運転と レジオネラ症の関連が注目さ れています。 レジオネラ 症は基本的に肺炎ですが、

汚染水の直接接触で外傷が化膿し 、 皮膚膿瘍になった事例も あり ます。 また、 温泉の水

を毎日飲んで肺炎を発症し た事例も あり ます。

 ただし 、 患者と の接触によっ て感染し たと いう 報告はあり ませんので、 患者を隔離す

る必要はあり ません。
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I I I ． 循環式浴槽の管理方法

１ ． 入浴施設を管理する上で特に留意する事項

近年の入浴施設は、 複雑な配管系から 構成さ れ、 さ ら に露天風呂や気泡発生装置など

の設備が付帯さ れており 、 レジオネラ 症の発生事例を踏まえると 、 設備の衛生管理や構

造設備上の措置を十分行う 必要があり ます。

貯湯槽は微生物汚染を防ぐために土ぼこ り を入り にく く し 、 清掃や消毒を十分に行い

ます。 配管系や浴槽はレジオネラ属菌等の増殖を防ぐために生物膜の発生を防止し 、 発

生し たならば直ちに除去し ます。 さ ら に、 連日使用し ている浴槽水や再利用さ れた浴槽

水を気泡発生装置や打たせ湯等に使用するこ と を控え、 エアロゾルの発生を防ぎ、 感染

の機会を減ら すこ と が必要です。
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２ ． 関連法規等に規定さ れている管理概要

 公衆浴場等の衛生管理については、「 公衆浴場における衛生等管理要領等について」（ 平

成 12 年 12 月 15 日付け生衛発第 1,811 号厚生省生活衛生局長通知）（ 以下「 管理要領等」

と 言います。） により 、公衆浴場等のろ過器及び循環配管、貯湯槽などの衛生管理が求め

ら れています。 なお、 浴槽水の水質については、 レジオネラ 属菌は検出さ れないこ と

（ 10CFU/100mL 未満） と いう 基準が設定さ れています。 また、 レジオネラ 属菌の増殖

を防ぐために、「 管理要領等」 で以下のよう な管理要点が示さ れています。

① ろ過器は、 浴槽ごと に設置するこ と が望まし く 、 1 時間当たり で、 浴槽の容量以上の

ろ過能力を有し 、 かつ、 逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、 汚泥等を排出する

こ と ができる構造であると と も に、 ろ過器に毛髪等が混入し ないよう ろ過器の前に集

毛器を設けるこ と 。

② ろ過器及び循環配管は、 1 週間に 1 回以上、 ろ過器を十分に逆洗浄し て汚濁を排出す

ると と も に、 適切な消毒方法で生物膜を除去するこ と 。 年に 1 回程度は循環配管内の

生物膜の状況を点検し 、 生物膜がある場合には、 その除去を行う こ と 。

③ 浴槽水の消毒に当たっては、 塩素系薬剤を使用し 、 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻

繁に測定し て、 通常 0.4mg/L 程度を保ち、 かつ、 遊離残留塩素濃度は最大 1.0mg/L
を超えないよう に努めるこ と 。 また、 結合塩素のモノ ク ロラミ ンの場合には、 3mg/L
程度を保つこ と 。

④ 原水若し く は原湯の性質その他の条件により 塩素系薬剤が使用できない場合、 原水若

し く は原湯の pH が高く 塩素系薬剤の効果が減弱する場合、 又はオゾン殺菌等他の消

毒方法を使用する場合であって、 併せて適切な衛生措置を行う のであれば、 塩素系薬

剤以外の消毒方法を使用できるこ と 。

⑤ 毎日完全に換水し て浴槽を清掃するこ と 。 ただし 、 こ れにより 難い場合にあっ ても、

１ 週間に１ 回以上完全に換水し て浴槽を清掃、 消毒するこ と 。

⑥ 管理記録を 3 年以上保存するこ と 。

などです。

 公衆浴場では、 毎日完全換水するこ と が前提と なっ ています。 営業中は、 充分に原湯

又は循環ろ過水を供給するこ と により 溢水さ せ、 浴槽水を清浄に保ちます。 一日の営業

終了後に完全に水を落と し（ 貯め湯をせずに）、 浴槽、 ろ過装置、 循環系を消毒・ 清掃し

ます。 浴槽の清掃管理を適切に実施し ていても、 ろ過装置や配管系の消毒・ 清掃を怠る

と レジオネラ 属菌の繁殖を許すこ と になり ます。

 温泉などで、 砂ろ過等のろ過器を設置し て継続的に営業する場合には、 塩素消毒を併

用するこ と が前提と なり ます。 塩素を添加せずに連続運転をすると 、 ろ材にたまっ た有

機物を栄養源と し て微生物が繁殖し 、生物膜（ バイオフィ ルム、ぬめり ） を形成し ます。

生物膜の中では、 レジオネラ属菌などの微生物は、 消毒剤などの殺菌作用から守ら れて

生息し 続けます。 こ れを除去せずに浴槽水だけを消毒し ても 、 十分な効果が期待できな

いこ と は明ら かです。
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３ ． 設備の概要

（ １ ） 循環式浴槽と は、 どのよう なシステムの浴槽をいいますか。

循環式浴槽と は、 温泉水や水道水の使用量を少なく する目的で、 浴槽の湯をろ過器等

を通し て循環さ せるこ と により 、 浴槽内の湯を清浄に保つ構造の浴槽を言います。 構造

は、 図-1 に示すよう に集毛器（ ヘアーキャッ チャ ー）、 循環ポンプ、 消毒装置、 ろ過器、

加熱器（ 熱交換器）、循環配管によっ て構成さ れ、浴槽内の湯をろ過し 適温に保つもので

す。

 浴槽の湯は、 髪の毛などの混入物が集毛器で除去さ れ、 消毒剤などを用いて消毒し ま

す。 消毒剤には塩素系薬剤が推奨さ れていますが、 温泉の中には塩素消毒の効果が十分

に発揮さ れない泉質があり ます。 その場合は、 オゾン殺菌、 紫外線殺菌等により 消毒が

行われています。 その後、 ろ過器で更に微細な汚濁がろ過さ れ、 加熱器で適温に温めて

浴槽に戻さ れます。

（ ２ ） 湯の循環方式には、 どのよう な方法があり ますか。

浴槽の湯の循環方式には、一般に、 (1)側壁吐出・ 底面還水方式（ 図-2）、 (2)側壁吐出・

オーバーフロー還水方式（ 図-3） が使われています。

① 側壁吐出・ 底面還水方式

  浴槽の側壁から ろ過・ 消毒さ れた湯を浴槽内に吐出さ せて、 浴槽の底から吸い込ん

でろ過器に戻す方法で、 一般にはこ の方式が多く 使われています。

② 側壁吐出・ オーバーフロー還水方式

  浴槽内に浴槽の側壁や底面から 湯を吐出さ せて、 浴槽の縁から オーバーフローさ せ

た湯を集めてろ過器に戻す方法で、 湯が豊富に溢れ出ているよう に見せる視覚的な効

果と 、 浴槽表面の浮遊物の除去が可能です。 節水の目的でも 用いら れる循環方式であ

り 、 オーバーフ ローし た浴槽水に洗い場の排水を混入さ せない集水方法と し なければ

なり ません。

なお、 オーバーフロー回収槽は高率にレジオネラに汚染さ れるこ と から、専用の消

毒と 洗浄が欠かせず、 自治体によっ ては設置が禁止さ れています。
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（ ３ ） ろ過器の機能について教えて下さ い。

機能的には、 物理ろ過と 生物浄化に分けら れます。

 物理的ろ過装置の機能は、 微細な粒子や繊維あるいは髪の毛などを除去するも のです

が、 水に溶け込んだ物質を分解・ 除去する能力はあり ません。 ろ過装置は浴槽システム

全体の表面積を増やすため、 レジオネラ症予防の観点から はできるだけ装置を小さ く す

るこ と が必要です。

 生物浄化装置は、 ろ材に多孔質の自然石、 人造石（ セラ ミ ッ ク ボール等） あるいは活

性炭などを用い、 こ れらを支持体と し て微生物を繁殖さ せて生物膜を形成さ せ浴槽水の

汚濁を分解さ せる仕組みです。 特に循環式浴槽では水温が高く 、 生物膜はレジオネラ属

菌の増殖の場であり 、 ろ過装置がレジオネラ 属菌の供給源になるため、 循環式浴槽用の

ろ過装置と し て生物浄化装置は使用できません。

（ ４ ） ろ過器にはどのよう な種類のものが使われていますか。

物理的ろ過器には大きく 分けて、 (1)砂式、 (2)けいそう （ 珪藻） 土式、 (3)カート リ ッ

ジ式の 3 つの方式があり ます。 公衆浴場における「 管理要領等」 では、 ろ過器は、 浴槽

ごと に設置するこ と が望まし いと さ れています。 さ ら に、 循環式浴槽のろ過能力は、 1
時間に浴槽の湯が 1 回以上ろ過さ れるこ と と さ れており 、 一般には 1.5～3 回程度の能

力と し ている例が多いよう ですが、 入浴者数に対し て浴槽の容量が大きい場合などは、

それほど多く ろ過をし なく ても 、 濁度の基準を超えるこ と はないでし ょ う 。 溢水と それ

に見合う 補湯が行われれば、 過マンガン酸カリ ウム消費量及び濁度が理論的に公衆浴場

法の浴槽水の水質基準を超えないこ と が厚生労働科学研究班の試算により 示さ れていま

す。

① 砂式

  砂式は、 水質の変動に強く 操作が容易で比較的安定し た水質が得ら れるため、 一般

に多く 使われています。 ろ過タ ンク 内に、 粒子径や比重の異なる天然砂などを積層し

て湯をろ過するも ので、 20～50μm 程度までの汚濁を捕捉し ます。 なお、 レジオネラ

属菌や他の雑菌は、 大きさ が 0.5～2μm で、 砂ろ過では除去はできません。 ろ過能力

はろ過速度によっ て左右さ れ、一般に 25～50m/h のものが使われていますが、ろ過精

度を考えれば 40m/h 以下の速度を維持するこ と を推奨し ます。

  ろ材が目詰まり し たら 、 湯を逆に流し て（ 逆洗） 汚濁を清掃・ 排除し ますが、 その

回数は週 1 回以上定期的に行い、 同時にろ材の消毒をする必要があり ます。 適切な洗

浄を行わなかっ たり 、 多少の汚濁が残ったり するこ と で砂が固まり 、 微生物の繁殖を

招きます。 確実に汚濁を排除し 、 消毒するこ と が重要です。



9 

② けいそう 土式

  ろ布（ 合成繊維膜） に微細なけいそう 土粉末を 2～6mm 程度の厚さ で積層さ せて、

ろ過膜を作り ろ過するも ので、 5μm 程度までの汚濁を捕捉できるなど、 こ こ に示し

た 3 方式のう ちで最も 除去性能に優れています。 けいそう 土に細かい物を使用すれば

細菌でも 補足出来ますが、 配管等でも 微生物が増殖するので、 ろ過器のみで細菌を抑

えるこ と はできません。 ろ材が詰まっ たら けいそう 土を洗い落と し て、 新し いけいそ

う 土を付着さ せてろ過膜を作り 直し ますので、 汚濁をろ過器から 排出できます。 こ の

ろ過器は、 公衆浴場などで使われている例が多いよう です。

③ カート リ ッ ジ式

  合成繊維の糸を筒形に巻いたカート リ ッ ジと 、 ポリ エステル不織布のプリ ーツ形カ

ート リ ッ ジをろ材にし たも のがあり 、 ろ過水量に応じ た本数を使用し 10～15μm 程

度までの汚濁を捕捉できます。 糸巻き式のカート リ ッ ジは、 逆洗機能が付いていない

ので、 一般には消耗品と し て破棄し ます。 また、 プリ ーツ形はタ ンクから取り 出し て

洗浄できますが、 操作が容易ではあり ません。 現在では、 比較的入浴者が少なく 小規

模な浴槽に使われていますが、 捕捉し た汚濁物質を定期的に除去できないため、 浴槽

用のろ過器と し ては好まし く あり ません。
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４ ． 構造上の問題点と 対策

（ １ ） 循環式浴槽の構造上の問題点と チェ ッ クポイント を教えて下さ い。

① 循環湯の吐出口は浴槽の水面下に設ける。

 浴槽内の湯が部分的に滞留し ないよう に配置し つつ、 循環湯の吐出口の位置は、 必

ず浴槽の水面より 下に設けます。 循環湯の一部を、 浴槽水面より 上部に設けた湯口か

ら浴槽内に落と し 込む構造のも のがよく 見受けら れます。 こ れは旅館や娯楽施設の浴

場で、 湯を豊富に見せるための演出と し て行われているよう ですが、 新し い湯と 誤解

し て口に含んだり する入浴客も あり 、 また、 レジオネラ症感染の原因であるエアロゾ

ルが発生するなど衛生的に危険なも のです。 浴槽の湯口から は、 新し い温泉水や湯、

水以外は流さ ないよう にする必要があり ます。

② 浴槽循環湯を打たせ湯等に使用し ない。

 湯を上部から 落と し て、 マッ サージ効果を期待し た「 打たせ湯」 は、 エアロゾルが

発生し て口や目にも 入り 込むこ と があり 、 レジオネラ 属菌に感染する危険性があるた

め、 循環浴槽水やオーバーフロー水等を再利用し た水をそれに使用するこ と はできま

せん。 同様に、 シャ ワー等もエアロゾルを発生さ せるため循環し ている浴槽水を使用

し てはいけません。

③ 気泡発生装置の使用は、 更に管理面を強化する必要がある。

  現在、 気泡風呂、 超音波あるいはジェ ッ ト 風呂などと 称する、 浴槽内で気泡を発生

さ せて入浴を楽し む浴槽が多く 設置さ れています。 し かし 、 水面上で気泡がやぶれて

エアロゾルが発生するため、 レジオネラ属菌が飛散するおそれがあり ます。 従っ て気

泡発生装置を使用する場合はこ れによる感染の危険が高く なり ます。 気泡発生装置等

を設置し ている場合は、連日使用し ている浴槽水を使用し ないよう にするほか、点検、

清掃及び排水が容易に行う こ と ができ、 空気取入口から土ぼこ り や浴槽水等が入ら な

いよう な構造と し 、 内部に生物膜が形成さ れないよう に管理する必要があり ます。 ま

た、 浴槽水の水質基準を厳守すると と もに、 気泡発生装置の責任者を定めて、 責任の

所在を明確にし ておく など、 更に管理面を強化する必要があり ます。

④ 浴槽への補給水や補給湯の配管を浴槽循環配管に直接接続し ない。

  浴槽の湯は、 入浴者によるかけ湯や溢水などによって減っていく ため、 新し い湯や

水を補給する必要があり ます。 浴槽に補給する湯や水は、 必ず浴槽水面上部から 浴槽

に落と し こ む方法をと り 、 浴槽の湯が給湯・ 給水配管に逆流し ないよう にし なければ

なり ません。 浴槽循環配管に、 給湯配管あるいは給水配管を直接接続するこ と は、 逆

流防止のため禁止さ れています。 逆止弁を付けても、 細菌等の汚濁の逆流を防ぐこ と

はできません。
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⑤ 浴場排水熱回収用温水器（ 熱交換器） の給水管にピンホールがないこ と を確認する。

 現在、 多く の公衆浴場などで使われている熱回収用温水器は、 汚れた浴場排水と 給

水が管壁だけで接し ているため、 腐食などで管にピンホールができた場合には、 給水

を汚染するおそれがあり ます。 浴場排水は非常に汚れていますので、 給水管は常に正

圧（ 排水管より 圧力が高い状態） にすると と もに、 ピンホールができていないか定期

的に検査を行い、汚染防止に努めるなど温水器の維持管理には十分な注意が必要です。

⑥ 浴槽オーバーフ ロー回収槽は定期的に清掃を行う 。

  「 管理要領等」 では、 オーバーフ ロー水及びオーバーフ ロー回収槽内の水を浴用に

供し ないこ と と さ れています。 止むを得ず浴用に供する場合は、 オーバーフ ロー環水

管を直接循環配管に接続せず、 浴槽からのオーバーフ ロー水のみ回収し 、 浴場床排水

が混入し ない構造と し ます。 オーバーフロー回収槽は、 地下埋設を避け、 内部の清掃

が容易に行える位置・ 状態に設置すると と も に、 回収槽内の水が消毒できる設備を設

ける必要があり ます。

  オーバーフ ロー回収槽内部は常に清浄な状態を保つために回収槽の壁面の清掃及び

消毒を頻繁に行い、 レジオネラ 属菌が繁殖し ないよう に、 別途、 回収槽の水を塩素系

薬剤等で消毒する等の衛生管理を適切に行う 必要があり ます。（ 常時遊離残留塩素濃度

を 0.4～1.0mg/L に維持すると と も に、1 週間に 1 回以上完全に排水し て回収槽の壁面

の清掃及び消毒を行い、 3 か月ごと にレジオネラ 属菌検査を行っ て不検出を確認する

こ と が望まし い。）

⑦ シャワーは定期的に清掃を行う 。

  シャ ワーの内部でも生物膜が生成さ れ易く 、 レジオネラ 属菌を検出するこ と があり

ます。 さ らに、 エアロゾルを発生し 易いため、 公衆浴場で使用さ れているシャワーは

循環し ている浴槽水を使用し ないこ と になっ ています。 できるだけ、 シャワー内部に

水が滞留し ないよう に、 少なく と も 週に 1 回、 内部の水が置き換わるよう に通水する

と と もに、 シャ ワーヘッ ド と ホースは 6 か月に 1 回以上点検し 、 内部の汚れと スケー

ルを 1 年に 1 回以上洗浄、 消毒するなどの対策を行い、 定期的にレジオネラ 属菌検査

を行って、 不検出を確認するこ と が推奨さ れます。

⑧ 調節箱は定期的に清掃を行う 。

  公衆浴場では、 洗い場の湯栓（ カラン） やシャワーへ送る湯の温度を調節するため

に「 調節箱」 を設置し ている場合があり ます。 こ の調節箱内部の湯温は、 レジオネラ

属菌の繁殖に適し た温度と なるため注意が必要です。 また、 開放型の調節箱では容易

にレジオネラ 属菌が侵入し 、 増殖する危険があり ます。 従っ て、 生物膜の状況を監視

し 、 定期的に調節箱の清掃を行い、 必要により 塩素消毒を追加し 、 常に清浄な状態を

保つこ と が大切です。
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⑨ 温泉水の貯湯槽の維持管理を適切に行う 。

  温泉等で貯湯槽を設けている場合には、 レジオネラ属菌の繁殖あるいは混入を防ぐ

ために、 通常の使用状態において、 湯の補給口、 底部等に至るまで 60℃ 以上に保ち、

かつ、最大使用時においても 55℃ 以上に保つ能力を有する加温装置が必要です。それ

により 難い場合は、 消毒設備を設置し ます。 タ ンクが外気と 遮断さ れているか、 破損

箇所はないか、 温度計の性能に問題はないかを定期的に調べます。 また、 貯湯槽など

は定期的に清掃を行い、 常に清浄な状態を保つこ と が大切です。 生物膜の状況を監視

し 、 必要に応じ て清掃及び消毒を行います。 清掃し やすいよう に、 貯湯槽は完全に排

水できる構造と する必要があり ます。

  他に、 源泉水を一定の区域で集中管理し ている場合の貯湯槽において、 タ ンク から

各施設への配湯管は、 高温水でも劣化せず、 温度が低下し にく い材質のものを使用し

ます。

  また、自家泉源の湯を貯湯槽に貯めている施設で、湯温が 60℃ 以上に設定出来ない

場合には、 元湯がレジオネラ属菌に汚染さ れている可能性があるので、 元湯の貯湯温

度を高められる装置に取り 替えるこ と を検討する必要があり ます。
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５ ． 浴槽の水質管理

１ ） 水質基準・ 検査方法・ 検査頻度

（ １ ） レジオネラ 属菌に関する浴槽水の水質に関する基準はあり ますか。

 レジオネラ 属菌に関する浴槽水の水質に関する基準などは、「 管理要領等」 で以下のよ

う に定められています。

① 水質基準

  浴槽水の水質基準は、 レジオネラ属菌は検出さ れないこ と （ 10CFU/100mL  未満）

と さ れています。

水試料 1,000mL を 10mL に濃縮し 、 濃縮液 100µL を寒天平板 1 枚に塗抹し て培養

し た結果、 1 集落のレジオネラ 属菌が検出さ れた場合の検出感度は 10CFU/100mL と

なるこ と から 、「 検出さ れないこ と 」 は「 10CFU/100mL 未満」 と なり ます。

② 検査方法

 レジオネラ 属菌の検査は以下の方法で行います。

・ レジオネラ 属菌は、 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいずれかによるこ と 。 また、

その具体的手順は、「 公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ 属菌検査方法につい

て」（ 令和元年９ 月 19 日付け薬生衛発 0919 第１ 号厚生労働省医薬・ 生活衛生局生

活衛生課長通知） を参照するこ と 。

③ 検査頻度

 浴槽水等の水質検査は、 循環式浴槽の形態によって以下のと おり 、 定期的に行う こ

と と さ れています。 なお、 こ の検査に関する書類は、 3 年以上保存し なければなり ま

せん。

・ ろ過器を使用し ていない浴槽水及び毎日完全に換水し ている浴槽水は、  1 年に 1 回

以上

・ 連日使用し ている浴槽水は、 1 年に 2 回以上

・ 連日使用し ている浴槽水でその消毒が塩素消毒でない場合は、 1 年に 4 回以上
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２ ） 消毒方法

（ １ ） 浴槽水などの消毒方法に関する規定はあり ますか。

 浴槽水などの消毒方法は、「 管理要領等」 で以下のよう に定めら れています。

・ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入（ 投入） 口は、 浴槽水がろ過器内に入る直前

に設置するこ と 。

・ 浴槽水の消毒に当たっては、 塩素系薬剤を使用し 、 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻

繁に測定し て、 通常 0.4mg/L 程度を保ち、 かつ、 遊離残留塩素濃度は最大 1.0mg/L
を超えないよう 努めるこ と 。 また、 結合塩素のモノ ク ロラ ミ ンの場合には、 3mg/L 程

度を保つこ と 。

・ ただし 、原水若し く は原湯の性質その他の条件により 塩素系薬剤が使用できない場合、

原水若し く は原湯の pH が高く 塩素系薬剤の効果が減弱する場合、 又は塩素系薬剤が

使用できる浴槽水であっても、 併せて適切な衛生措置を行う のであれば、 塩素系薬剤

以外の消毒方法を使用できるこ と 。

・ 当該測定結果は検査の日から 3 年間保管するこ と 。

（ ２ ） 塩素系薬剤にはどのよう なも のがあり ますか。

塩素系薬剤には、 表に示すよう に、 次亜塩素酸ナト リ ウム（ 液剤）、 次亜塩素酸カルシ

ウム（ 散剤、 顆粒、 錠剤）、 塩素化イソシアヌル酸（ 顆粒、 錠剤） などがあり 、 その使用

方法は種類によってそれぞれ異なり ます。 し かし 、 どの塩素系薬剤を使用し ても 、 水中

で次亜塩素酸が生じ 、 その殺菌効果によっ て消毒が行われます。 また、 結合塩素のモノ

クロラミ ンも 使用できるこ と （ 浴槽水の終濃度 3 mg/L 程度） が厚生労働科学研究の調

査により 明ら かにさ れています。 モノ クロラ ミ ンは安定な化合物ではないので現場で生

成を行う 必要があり ます。

種類               有効塩素(％)      性状

次亜塩素酸ナト リ ウム 5～12 液体（ アルカリ 性）

次亜塩素酸カルシウム

 さ らし 粉 30        固体（ アルカリ 性）

 高度さ らし 粉 70     固体（ 中性）

塩素化イソシアヌル酸

 ト リ ク ロロイソ シアヌル酸       85～90 固体（ 酸性）

 ジクロロイソシアヌル酸ナト リ ウム    60 固体（ 弱酸性）
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（ ３ ） 塩素系薬剤の注入（ 投入） にはどのよう な方法があり ますか。

塩素系薬剤の注入方法には、 自動注入方式による方法と 投げ込みによる方法があり ま

す。

自動注入方式による方法には、塩素系薬剤をタ イマーで制御し 間欠的に注入するもの、

循環水量に比例し て連続的に注入するもの、 塩素濃度を測定し てフ ィ ード バッ ク 制御で

塩素濃度を一定に保つよう に必要量を注入するも のがあり ます。なお、自動注入方式は、

薬液タ ンクと 薬液注入ポンプから構成さ れています。

 投げ込みによる方法は、 塩素系薬剤を管理者が浴槽などに直接投入する方法です。

 いずれの方法においても 、 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定し 、 薬剤濃度が高く なら

ないよう（ 1.0mg/L 程度までが望まし い。） 注意する必要があり ます。自動測定機器はス

ケールの付着により 誤差が生じ ますので、 自動機器と は別に手動での測定、 機器の洗浄

と 補正が必要です。

（ ４ ） 塩素系薬剤による消毒方法で注意すべきこ と は何ですか。

塩素系薬剤を注入（ 投入） するにあたり 、 ろ過装置のろ材などに微生物が繁殖し てい

る場合などには、 発泡し たり 、 塩素系薬剤の消費が激し く て必要な塩素濃度を確保でき

なかったり するこ と が想定さ れます。 こ のため、 消毒の前には逆洗などの徹底し た前処

理が必要です。

 なお、 ろ過装置に塩素消費量以上の過剰な塩素系薬剤を注入すると 、 浴槽水中の塩素

濃度が高く なり 、 ト リ ハロメ タ ンや塩素臭が発生し やすく なったり 、 資機材が腐食する

などのおそれがあり ます。

 また、 温泉を使用し ている場合には、 温泉成分と 塩素系薬剤と の相互作用の有無など

について、 事前に十分な調査を行う 必要があり ます。 ただし 、 単純温泉であっても 、 規

模や様式により 結果が異なる場合も あり ますので、 事前調査を行い、 各施設が自前のデ

ータ を持つこ と が重要です。 例えば、 高 pH の泉質に塩素系薬剤だけで消毒を行う 場合

は、レジオネラ属菌の殺菌効果を検証し 、遊離残留塩素濃度をやや高く 設定するこ と（ 0.5
～1.0mg/L など） で十分な消毒に配慮する必要があり ます。 なお、 温泉成分と 塩素系薬

剤と の反応で、 有害あるいは不快な状態に変化する泉質と し ては、 低 pH（ 塩素ガスの

発生）、 鉄やマンガン（ 酸化物の生成による着色） が考えら れます。 アンモニア性窒素を

1 mg/L 以上含む場合は、遊離塩素を検出するまでには、多量の次亜塩素酸ナト リ ウムの

投入（ ブレーク ポイント 処理） を必要と し 、 現場での濃度調整の困難さ や、 消毒臭気、

消毒副生成物の問題も 生じ るため、 アンモニア性窒素を含む温泉浴槽水の消毒には、 濃

度管理が容易で、充分な消毒効果が期待できるモノ ク ロラ ミ ン消毒がより 適し ています。
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モノ クロラミ ン消毒の薬剤は保存がきかないので、 次亜塩素酸ナト リ ウムと アンモニ

ア剤の各溶液を水道水に混合し て、 現場で生成する必要があり ます。 酸性の温泉泉質で

はト リ ク ロラ ミ ン等の悪臭物質が生じ る為、 使用できません。

（ ５ ） 塩素系薬剤を使用するにあたっての一般的な注意事項は何ですか。

塩素系薬剤を使用するにあたっ ては、 消毒効果の減少と 事故の発生を防ぐため、 取り

扱いと 保管に注意する必要があり ます。

 塩素系薬剤は、 他の薬品などと の接触や高温多湿を避け、 光を遮った場所に保管し ま

す。

 各メ ーカーから販売さ れている錠剤、 ペレッ ト 、 粒径の大きい顆粒のものは、 消防法

上の危険物には該当し ませんが、 固形の塩素系薬剤は強力な酸化性物質であるため、 取

り 扱いを誤ると 発火、 爆発の危険があり ます。

 特に、 塩素化イソ シアヌル酸と 次亜塩素酸カルシウムを混合し て使用・ 保管すると 、

発熱・ 発火する恐れがあり ます。

 また、 次亜塩素酸ナト リ ウムは強アルカリ 性のため、 直接皮膚に接触し ないよう にし

ます。 なお、 衣服や機械器具に付着すると 腐食・ 損傷する恐れがあり ます。

 保護具と し ては、 保護マスク 、 保護眼鏡、 保護手袋などがあり 、 必要に応じ て使用し

ます。

＜塩素系薬剤の取り 扱い時の救急措置＞

・ 皮膚に付着し た場合は、 流水で十分に洗い流し ます。

・ 眼に入った場合は、 流水で 15 分間以上洗眼し ます。

・ 吸入し た場合は、 新鮮な空気の所へ運び、 仰向けか横向きに寝かせ、 身体を暖めて血

液の循環を良く し 、 酸素補給を十分にし ます。

・ いずれの場合も 、 医師に事故者を診察し てもら う こ と が必要です。
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（ ６ ） 有効塩素と 残留塩素の違いは何ですか。

 殺菌効力のある塩素系薬剤を有効塩素と いいます。

 塩素系薬剤が水に溶解し た時にできる次亜塩素酸(HCl O)や次亜塩素酸イオン (Cl O－)
も有効塩素です。 性質は異なり ますが、 ク ロラミ ンも 有効塩素です。

 一方、水に溶解し た場合に塩化物イオン (Cl －)と なる塩化ナト リ ウムなどの無機塩化物

や有機化合物と 結合し た有機の塩素化合物の大半は反応性に乏し く 消毒効果が期待でき

ないため、 有効塩素ではあり ません。

 塩素が、 水中で殺菌作用を起こ し たり 、 汚染物と 反応し たり 、 紫外線の作用で分解し

た後に、 なお残留し ている有効塩素を残留塩素と いいます。

 残留塩素には、 遊離塩素と 結合塩素があり ます。 次亜塩素酸(HCl O)や次亜塩素酸イオ

ン (Cl O－)を遊離塩素と 呼び、 ク ロラ ミ ンを結合塩素と 呼びます。

 遊離（ あるいは結合） 塩素、 遊離型塩素、 遊離有効塩素、 遊離残留塩素などの用語は

すべて同じ 意味で使われています。

 残留塩素を測定する場合、 遊離塩素のみを測定する他、 遊離塩素と 結合塩素と の合計

量を測定するこ と ができますが、 こ れを総塩素あるいは総残留塩素と 呼びます。 総塩素

から 遊離塩素を差し 引いたものが結合塩素と なり ます。（ 遊離塩素+結合塩素＝総塩素）

 また、 測定し た塩素量を表す時は、 遊離（ あるいは結合・ 総） 塩素濃度（ mg/L ） と 呼

びます。

 なお、 浴槽水の塩素を測定する場合は、 多く は遊離残留塩素を対象と し ますが、 モノ

クロラミ ンを消毒に用いる場合など必要により 総塩素（ 結合塩素を算出）、アンモニア性

窒素も測定し 、 塩素消毒の状態を確認し ます。
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（ ７ ） 塩素系薬剤で浴槽水を消毒する場合の注入（ 投入） 量はどのく ら いですか。

塩素系薬剤の添加量は、入浴者数、循環式浴槽の形態・ 仕様、ろ材などの汚れの状況、

水質などにより 、 遊離残留塩素の消費量が異なるため、 湯量（ 浴槽内＋ろ過装置＋配管

内の合計） から だけでは一概に決定するこ と はできません。 浴槽水の遊離残留塩素濃度

を測定し ながら 、 その量を決める必要があり ます。 なお、 アンモニア性窒素が存在する

と 、 目安と し てその 10 倍程度の塩素が消費さ れるので注意が必要です。

 下記に参考と し て、 遊離残留塩素の消費が全く 無いこ と を条件に、 湯量から求めた塩

素系薬剤の添加量の算出例を示し ます（ 有効塩素濃度は各塩素系薬剤に記載さ れていま

す）。

①例

 湯量が 10m3 の浴槽に、 塩素系薬剤と し て有効塩素濃度 12％の次亜塩素酸ナト リ ウム

溶液を用いて、 浴槽水の遊離残留塩素濃度を 0.4mg/L にするには、

0.4mg/L×10m3＝0.4g/m3×10m3＝4.0 ≒ｇ （ 4mL ）

4mL×100/12＝33.3mL  
 し たがって、 塩素系薬剤を 33.3mL 添加するこ と になり ます。

②例

 湯量が 10m3 の浴槽に、 塩素系薬剤と し て有効塩素濃度 55%のジク ロロイソ シアヌル

酸ナト リ ウムを 1 錠（ 1 錠あたり 10g と する） 添加すると 、

10ｇ ×55％＝5.5ｇ

1 錠に含まれている有効塩素量は 5.5g と なり 、

5.5g÷10m3＝0.55mg/L  
 し たがっ て、 塩素系薬剤 1 錠添加するこ と により 、 浴槽水の遊離残留塩素濃度は、

0.55mg/L と なり ます。
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（ ８ ） 残留塩素濃度の測定にはどのよう な方法があり ますか。

残留塩素の測定方法には、 比色法（ DPD 法） や吸光光度法、 電流法などがあり ます。

一般には、 DPD 法を用いた携帯型の簡易測定器が使用さ れています。

DPD 法（ N,N-Di et hyl -p-phenyl ene-di ami ne 法）

 比色管にリ ン酸緩衝液、 DPD 試薬を添加し 、 検水を取り 、 発色さ せます。 検水中の残

留塩素濃度に応じ て桃～桃赤色へと 瞬時に呈色し ますので、 速やかに（ おおむね 1 分以

内に） 測定器の標準比色列と 比色し 遊離残留塩素濃度を求めます。 時間が経過すると 結

合塩素でも発色し 、 正確な測定ができなく なり ます。 温泉水の泉質によっては DPD 試

薬の反応を妨害するこ と があり ます。

発色し た色を比色版と 比較し 測定する残留塩素測定器（ DPD 法） では、 着色や白濁し

ている浴槽水（ 薬湯や温泉など） では、 測定できない場合があり ます。
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（ ９ ） アルカリ 性の温泉水では、 塩素系薬剤の消毒効果が低下する理由は何ですか。

塩素系薬剤の消毒効果は、 殺菌力の強い次亜塩素酸(HCl O)と 、 殺菌力がその 1/100 程

度に過ぎない次亜塩素酸イオン (Cl O－)の比率により 異なり ますが、 その比率は pH によ

り 変動し ます。 以下に示す表のよう に、 pH6.0 では、 約 97%が HCl O で占めら れていま

すが、 pH7.5 では 50%、 pH9.0 では 3.1%と 激減し ています。 こ のため、 アルカリ 性の

温泉水では、 塩素系薬剤の効果が低下し ます。 弱アルカリ 性でアンモニア性窒素が少な

い場合には遊離塩素消毒が有効ですが、 アルカリ 性でアンモニア性窒素が多い場合はモ

ノ ク ロラ ミ ン消毒が使用できます。

表 pH と HCl O と の関係

pH     H Cl O（ ％）

6.00      96.9 
6.25      94.7 
6.50      90.9 
6.75      84.9 
7.00      76.0 
7.25      64.0 
7.50      50.0 
7.75      36.0 
8.00      24.0 
8.25      15.1 
8.50       9.1 
8.75      5.3 
9.00       3.1 
9.25       1.7 
9.50       1.0 
9.75       0.6 

10.00         0.3 
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（ １ ０ ） 塩素系薬剤の他にどのよう な消毒方法があり ますか。 また、 使用上の注意点は

何ですか。

浴槽水の消毒には塩素系薬剤が主と し て使われていますが、その他にオゾン、紫外線、

銀イオン、 光触媒などの消毒方法があり ます。

 高濃度のオゾンは人体に有害であるため、 活性炭などによる廃オゾンの処理が欠かせ

ません。

 紫外線はラ ンプのガラス管が汚れると 効力が落ちるため、 常時ガラス面の清浄度を保

つ必要があり 、 適切な維持管理が必要です。

 高濃度オゾン、 紫外線、 光触媒のよう に残留性がない消毒方法の場合は、 消毒し た場

所の生物膜を除去し 、 レジオネラ属菌を消毒するこ と はできますが、 配管系や浴槽等の

他の場所ではレジオネラ属菌が増殖する可能性があり 、 残留性のある消毒法と 併用し て

使用する必要があり ます。

 また、 二酸化塩素は、 生成装置によっ ては毒性のある未反応の亜塩素酸(イオン )が残

留し て、 水中の亜塩素酸濃度が高く なるこ と が考えら れ、 残留消毒剤濃度の測定に注意

が必要です。 なお、 銅イオンはレジオネラ 属菌の消毒効果は低く 、 EU では、 レジオネ

ラ属菌の消毒方法と し ては、 認めら れていません。
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６ ． 浴槽の管理方法

（ １ ） 浴槽の清掃・ 消毒に関する規定はあり ますか。

 浴槽の清掃・ 消毒については、「 管理要領等」 では、 毎日完全に換水し て浴槽を清掃す

るこ と と し 、 こ れにより 難い場合にあっ ても 、 1 週間に 1 回以上完全に換水し て浴槽を

清掃するこ と と 定めら れています。 また、 浴槽に湯水がある時は、 ろ過器及び消毒装置

を常に作動さ せるこ と と 定めら れています。

（ ２ ） 浴槽の清掃・ 消毒の効果を確認する方法はあり ますか。

ATP 拭き取り 検査を行う こ と により 、浴槽壁等の生物膜の残存量を現場で迅速に確認

できます。

 厚生労働科学研究により 、 浴槽壁等の 10cm 四方を専用綿棒で拭き取った時の清浄度

基準値（ 1,000 RL U） が提案さ れており 、 こ の値以上であれば拭き取り 試料中のレジオ

ネラ の検出率が有意に増加し ます。 こ の方法を利用すると 、 汚染場所が特定でき、 洗浄

効果が確認できるため、 洗浄方法の最適化が可能と なり ます。

 ちなみに、 高圧洗浄に頼るより も ブラシ主体の洗浄が効果的で、 さ ら にブラシ後の高

濃度塩素消毒が有効であり 、 目地は洗浄し にく いと いう データ が得られています。

（ ３ ） 循環式浴槽の維持管理上の注意点について教えて下さ い。

① ろ過器の維持管理

  「 管理要領等」 では、 ろ材の種類を問わず、 ろ過装置自体がレジオネラ 属菌の供給

源と なら ないよう 、 消毒を 1 週間に 1 回以上実施するこ と 。 また、 ろ過器は 1 週間に

1 回以上逆洗し て汚濁を排出するこ と と 定められています。

② 循環配管の維持管理

  循環配管の内壁には、 粘着性の生物膜が生成さ れ易く 、 レジオネラ 属菌の温床と な

り ます。 そのため、 年に 1 回程度は、 循環配管内の生物膜を除去し 、 消毒するこ と が

必要です。 また、 図面等により 、 配管の状況を正確に把握し 、 不要な配管を除去する

こ と も重要です。

  生物膜の除去には、 以下のよう な処理が考えられますが、 危険が伴う こ と や、 洗浄

廃液の処理などに専門的な知識が必要な場合もあり ます。

  過酸化水素消毒： 過酸化水素（ 2～3％で使用） は、 有機物と 反応し て発泡し 、 物理

的に生物膜を剥離、 除去し ます。 また、 同時に強い殺菌作用があり ます。

  過酸化水素は、 毒物及び劇物取締法で指定さ れた劇物であり 、 取り 扱いには危険が
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伴い、さ ら に処理薬品が多量に必要であるこ と 、洗浄廃液の化学的酸素要求量（ COD）

が高いこ と なども含め、 専門の業者による洗浄が必要であり 、 その費用も高価なも の

と なり ます。

 塩素消毒： 高濃度の有効塩素を含んだ浴槽水を、 配管の中に循環さ せるこ と で殺菌す

る方法です。 残留塩素濃度は、 循環系内の配管などの材質の腐食を考慮し て、 5～

10mg/L 程度が妥当です。 こ の状態で、 浴槽水を数時間循環さ せます。 生物膜が存在

し ている循環系に塩素を入れると 、 塩素は微生物の細胞膜を破壊し てタ ンパクや多糖

類を溶出さ せるので、 浴槽水が濁っ たり 発泡し たり するこ と があり ます。 ただし 、 普

段から浴槽水中の遊離残留塩素濃度が、 0.4mg/L と なるよう に塩素系薬剤を連続注入

により 添加し て、 微生物の繁殖を防いでいれば、 高濃度の塩素処理を行っても発泡な

どは起きません。 また、 結合塩素のモノ ク ロラミ ンの場合には、 3mg／L 程度を保つ

こ と が必要です。   ちなみに、 米国やオースト ラリ アでは、 浴槽水中に残留塩素を

常時保つこ と が、 レジオネラ属菌を含む微生物の繁殖を防ぐキーポイント であるこ と

が強調さ れています。 具体的には、 使用時に残留塩素濃度を 2～4mg/L に保つこ と 、

また、 少なく と も 1 週間に 1 回以上 10mg/L の塩素で 1～4 時間処理するこ と が管理

方法と し て推奨さ れています。

  その他： 次亜塩素酸ナト リ ウムと 併用し て、 水中で二酸化塩素を発生さ せる薬剤も

あり 、 スライムの除去・ 消毒を行う 方法も 用いら れています。

 加温消毒： 60℃ 以上の高温水を、 循環さ せるこ と で殺菌する方法です。 但し 、 循環

系の材質によっては、劣化（ 例えば熱による塩ビ管の軟化劣化）、または腐食を促進す

るこ と も あり ますので、 事前に設備の確認が必要です。

③ 消毒装置の維持管理

  薬液タ ンク の塩素系薬剤の量を確認し 、 補給を怠らないよう にし なければなり ませ

ん。 送液ポンプが正常に作動し 、 薬液の注入が行われているこ と を毎日確認し ます。

注入弁のノ ズルが詰まったり 、 空気をかんだり し て送液が停止し ている例がよく 見受

けら れます。

 一般によく 使われている市販品の次亜塩素酸ナト リ ウム溶液は、 有効塩素濃度が

12％ですが、 そのまま使う と ノ ズルが詰まり 易いので、 5～10 倍に薄めて使用し てい

る例が多いよう です。 また、 不純物の多い工業用のも のは使用を避け、 日本水道協会

規格品、 食品添加物認定品あるいは医薬品などと し て市販さ れている薬剤を使用する

こ と により 、 目詰まり はある程度防ぐこ と ができます。 いずれにし ても 、 薬剤注入弁

は定期的に清掃を行い、 目詰まり を起こ さ ないよう に管理する必要があり ます。

④ 集毛器の維持管理

 集毛器の清掃洗浄・ 消毒は、 毎日行います。 理由はろ過器と 同様に、 集毛器自体が

レジオネラ属菌の供給源と なら ないよう にするためです。 こ まめに清掃洗浄を行い、

その際に、 塩素系薬剤や過酸化水素溶液などで集毛部や内部を清掃すると 良いでし ょ

う 。
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（ ４ ） その他の浴槽設備の管理で注意するこ と は何ですか。

① 露天風呂

露天風呂は、 常時、 レジオネラ属菌の汚染の機会にさ ら さ れているため、 浴槽の湯

は常に満杯状態と し 、 溢水を図り 、 浮遊物の除去に努める必要があり ます。 露天風呂

の周囲に植栽がある場合は、 浴槽に土が入り 込まないよう 注意し てく ださ い。

循環し てろ過さ れた湯水を使用し ていない浴槽水や毎日完全換水型浴槽水は、 毎日

完全に換水し 、 連日使用型循環浴槽水は、 1 週間に 1 回以上定期的に完全換水し 、 浴

槽の消毒・ 清掃を行います。

  内湯と 露天風呂の間は、 配管を通じ て、 露天風呂の湯が内湯に混じ るこ と のないよ

う に注意する必要があり ます。

② 酸性温泉と 食塩泉

 酸性温泉の中には、 レジオネラ属菌が検出さ れず逆に殺菌作用のある泉質があり 、

レジオネラの検査が条例により 免除さ れている場合があり ます。 ただし 、 温泉の泉質

は補給水の注入や循環ろ過の継続、 入浴者の増減によって変化し 、 決し て不変ではあ

り ません。そのため、現行の細菌検査方法でレジオネラ 属菌が検出さ れない場合でも、

定期的に保守・ 管理を行う こ と が重要です。

 試験管内の実験では、3%食塩の存在下でレジオネラ 属菌は増殖し ませんが、食塩泉

等の塩化物泉でもレジオネラ属菌がし ばし ば検出さ れます。 外部の食塩濃度が、 アメ

ーバの中では、 レジオネラ 属菌の増殖にあまり 影響し ていないためと 考えら れます。

③ 家庭用循環式浴槽の管理

  家庭用循環式浴槽の日々の管理に関し ては、 特に基準があるわけではあり ません。

その使用にあたっては、 上記の管理方法を参考にし て、 添付の説明書等に従って、 事

故を未然に防ぐこ と が大切です。
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（ ５ ） 浴槽水の汚染状況を簡易に把握する方法はあり ますか。

浴槽水の ATP 量を迅速簡易測定器で測定すると 、レジオネラ属菌が増殖し やすい環境

の指標と なるこ と が報告さ れています。 日常の浴槽水の管理に有効な手段と なり ます。

（ ６ ） 残留塩素濃度は規定の濃度を保ち、 定期的に配管洗浄するなど、 適切な管理を行

っているにも かかわら ず、 レジオネラ 属菌が検出さ れる場合はどのよう に対処すればよ

いですか。

塩素消毒等を行っ ているにも かかわら ず、 pH や溶解物、 測定の不備等により 消毒効

果が不十分であり 、 実際には規定濃度に達し ていない場合に、 レジオネラ属菌が検出さ

れるこ と があり ます。

また、 配管、 連通管、 貯湯槽の水位計などに湯が滞留する場所があり 、 そこ でレジオ

ネラ 属菌が増殖するこ と があり ます。 浴槽においても その形状や構造、 材質によっ ては

遊離塩素が規定濃度に達し ない場所があり 、 レジオネラ属菌が検出さ れるこ と があり ま

す。 残留遊離塩素が規定濃度であっ ても、 生物膜内のレジオネラ 属菌の消毒には不十分

であり 、 レジオネラ 属菌が検出さ れた場合は、 増殖場所を特定し 、 対策を立てるこ と が

重要です。

（ ７ ） 生物膜を除去し なければなら ないのはどう し てですか。

レジオネラ属菌は、 アメ ーバの中では遊離残留塩素に対し てより 抵抗性になり 、 また

塩素による障害から 回復し やすく なり ます。 こ のため、 遊離し て浮遊するレジオネラ属

菌は塩素消毒で殺菌できても、 生物膜に生息するアメ ーバの中では生き残り ます。 し た

がっ て、 十分な遊離残留塩素が確認できても 、 生物膜を除去し ないと レジオネラ 属菌が

検出さ れる場合があり ます。

日々の管理の中で、 生物膜の蓄積を防ぐこ と が重要であり 、 定期的な配管洗浄でも 生

物膜が除去できない場合は、 定期洗浄の頻度や方法、 日常的な換水後の洗浄方法を見直

す必要があるでし ょ う 。

なお、 厚生労働科学研究事業において、 生物膜の除去のための目安に ATP 量の測定

（ ATP 拭き取り 検査） が参考になるこ と が示さ れています
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７ ． その他

（ １ ） 感染の危険因子について教えて下さ い。

感染症の発症には、 病原体－宿主（ 人） －環境の三要素が深く 関わっています。

 一般的には、 レジオネラ 属菌は感染性はさ ほど強く はないと いわれており 、 本感染症

は、 宿主の感染防御機能が低下し ている場合（「 I I .感染源および感染経路」 を参照） や

新生児および高齢者など生理的に感染症に対する抵抗が弱い宿主（ 人） は感染し やすく

なり ます。 し かし 、 何ら基礎疾患を有し ない宿主（ 人） であっても 、 レジオネラ 属菌に

よっ て高度に汚染さ れたエアロゾルを一定量以上肺に吸引すれば、 感染するこ と があり

ます。

（ ２ ） レジオネラ 症に罹ら ないよう にするには、 どう し たらよいのでし ょ う か。

本症は、 レジオネラ 属菌を増殖さ せない、 汚染さ れたエアロゾルを発生さ せない、 直

接肺に吸い込まないこ と によっ て、 その感染を回避するこ と ができます。 従って、 エア

ロゾルを形成し やすく 、 かつ肺に吸引する機会が多い、 循環式浴槽、 打たせ湯、 バブル

ジェ ッ ト 式浴槽、 シャ ワーなどのほか、 超音波加湿器、 冷却塔水などは、 その管理に厳

重な注意が必要になり ます。 その他、 工事現場の砂塵を吸い込んで感染し た事例も 報告

さ れていますので、 そのよう な場所では、 エアロゾルを吸引し ないよう 、 マスク などの

着用も効果があるでし ょ う 。
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（ ３ ） レジオネラ 症が疑われる患者が発生し た場合の対応を教えてく ださ い。

各施設では、 普段から 、 レジオネラ 症の発生やその疑いがあった場合の対応について

シミ ュレーショ ンし ておく 必要があり ます。

患者発生は、 医師の診断および保健所への届出で確認さ れるこ と が多く 、 届出の時点

ではすでに感染の成立から 相当時間が経っ ている場合があり ます。 こ のため、 各施設で

は日頃から来客者名や住所などを把握し ておく と と も に、 問題が生じ た時には設備の使

用を中止し 、 浴槽水等の消毒を行わずそのままの状態で保存し 、 保健所等の指示を待ち

ます。

医療機関では、 抗菌薬投与前の呼吸器検体を確保し て菌を分離し 、 その菌と 保健所等

の調査による環境由来の菌と の遺伝子型の比較から、 感染源が確定さ れます。 また、 呼

吸器検体から 菌の分離を経ずに遺伝子型別できる場合もあり ます。

（ ４ ） 浴槽水のレジオネラ属菌の検査はどこ に依頼すればよいのでし ょ う か。

最寄り の保健所や衛生研究所などに相談し て下さ い。 民間検査機関に検査を依頼する

こ と もできます。

 なお、 検査の信頼性の確保のため、「 管理要領等」 では、 レジオネラ 検査の依頼に当た

っては、 精度管理を行っている検査機関に依頼するこ と が望まし いと さ れています。
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（ ５ ） 検査を行う にあたり 、 検体の採取・ 搬送はどのよう に行えばよいでし ょ う か。

 検体の採取・ 搬送などの方法は検査実施機関の説明に従ってく ださ い。

 また、「 公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」 を参照し てく

ださ い。

 スライムや沈殿物の場合は、 滅菌綿棒で浴槽壁等の一定範囲を拭い取り ます。 拭い範

囲を一定にするには、 例えば 2×2.5cm の長方形を切り 抜いた厚紙を当てて切り 抜き内

部を拭います。 拭っ た綿棒は乾燥を防ぐため、 極く 少量の滅菌水または検水を入れたね

じ 栓つきの滅菌小型広口容器〔 プラ スチッ ク 製滅菌遠心管〕 に入れて密封し ます。

（ ６ ） レジオネラ 迅速検査法（ 遺伝子検査法） の活用について教えてく ださ い。

 培養検査法は結果が得ら れるまでに 7 日～10 日を要し ますが、迅速検査法（ 遺伝子検

査法） は採水当日あるいは翌日に判定が可能であり 、 現在いく つかの市販検査キッ ト が

利用可能です。迅速検査法は死菌のDNA を検出する可能性があるこ と などの理由から 、

最終的にレジオネラ 属菌の有無は培養検査法で判定する必要があり ますが、 迅速検査法

では結果が迅速に得ら れるため、 現在は主に次の目的で使用さ れています。

・ 患者発生時の感染源調査（ 原因究明）

・ 改善措置後の陰性確認検査（ 営業再開の目安）

・ 洗浄効果の判定（ 陰性証明）

・ 清掃・ 消毒管理さ れた検水におけるレジオネラ 属菌の陰性確認 等 

 迅速検査法には、 菌の生死に関わら ず遺伝子を検出する方法（ 生菌死菌検出法） と 、

生菌由来の遺伝子のみを検出する方法（ 生菌検出法） の 2 種類があり 、 それぞれ結果の

解釈には注意が必要です。

 前者（ 生菌死菌検出法） は、 死菌由来の遺伝子も増幅対象と するため、 遺伝子検査法

が陽性でも培養検査法が陰性になる場合があり ますが、 採水当日に結果が判明し 、 死菌

の存在を潜在的なリ スクと し て評価するこ と が可能です。

 後者（ 生菌検出法） は、 液体培養による生菌の選択的増殖と 、 化学修飾による死菌由

来 DNA の増幅抑制を組み合わせたもので、 採水翌日に培養検査結果の予測が可能です

が、菌数が少ない場合には培養検査の結果と 食い違う 場合があるこ と がわかっています。

 いずれにし ても、 こ れら の特徴を理解し たう えで、 培養検査法と 組み合わせて使用す

るのが良いでし ょ う 。

また、「 公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ 属菌検査方法について」 を参照し てく

ださ い。
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（ ７ ） 掛け流し 温泉施設のレジオネラ属菌対策を教えてく ださ い。

掛け流し 温泉施設には様々な構造があり 、 レジオネラ 属菌が定着・ 増殖し やすい施設

も見受けられる。 厚生労働科学研究の調査では、 掛け流し 温泉施設においても浴槽や貯

湯槽、 配管その他の設備の生物膜の除去がレジオネラ 対策と し て最も重要であるこ と が

示さ れています。 循環式浴槽に準じ て施設・ 設備の清掃・ 消毒を行う と と も に、 必要に

応じ て塩素系消毒剤等により 浴槽水を常時消毒するこ と が推奨さ れます。

（ ８ ） 浴槽水中にどのく ら いの菌数のレジオネラ 属菌がいると 患者が発生し ますか。

レジオネラ属菌の患者由来株と 入浴施設由来株が一致し た疫学的に確かな事例の浴槽

水中の菌数は 90～4,700CFU/100mL であっ たと いう 報告があり ます。 また、 溺水の場

合には、 少量の菌でも 感染するこ と があるので、 溺水後に体調が悪く なればすぐに診察

を受けて下さ い。

 適切な消毒がなさ れていない場合、 レジオネラ 属菌は、 4~6 時間で倍増し ます。 患者

の発生を防止するためには、 現在の管理基準（ 検出さ れないこ と 、 10CFU/100mL 未満）

を遵守するこ と が重要です。

（ ９ ） 浴槽や貯湯槽等の清掃時の注意事項を教えてく ださ い。

 清掃時にエアロゾルが発生するため、 清掃者の一般的な感染予防対策と し て、 手袋や

密封性の高いマスク の着用が推奨さ れます。 高圧洗浄機の使用の際には、 消毒さ れた水

を使用し ます。


